
NISA、ジュニア NISA及びつみたて NISAに係る非課税適用分の申告方法について 

 

 平成 26 年１月１日から開始された非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲

渡所得等の非課税措置（以下「ＮＩＳＡ」といいます。）、平成 28 年１月１日から開始され

た未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置（以下、「ジュ

ニアＮＩＳＡ」といいます。）及び平成 30年 1月 1日から開始される、非課税累積投資契約

に基づく定期かつ継続的な方法による一定の投資信託の買い付けに係る配当所得及び譲渡所

得等の非課税措置（以下「つみたてＮＩＳＡ」といいます。）に係る非課税適用分については、

以下のとおり取り扱ってください。 

 

①「道府県民税配当割納入申告書」の「非課税等」欄には、ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡ及

びつみたてＮＩＳＡにより非課税対象となった配当等の金額と他の非課税等の金額とを合

算して記載してください。 

②譲渡益の非課税適用分については、申告不要です。 

 

 なお、「源泉徴収選択口座内配当等又は未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた

場合の未成年者口座内上場株式等の配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」（旧：「源泉

徴収選択口座内配当等に係る道府県民税配当割納入申告書」）及び「道府県民税株式等譲渡所

得割納入申告書」は、源泉徴収選択口座内の配当等及び譲渡益又は、未成年者口座等におい

て契約不履行等事由が生じた場合の未成年者口座内上場株式等の配当等及び譲渡益を申告す

るものであり、非課税となるＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡ及びつみたてＮＩＳＡ口座内の配

当等及び譲渡益については使用しません。 

 

 

【ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡ及びつみたてＮＩＳＡによる非課税適用分の記載箇所】 

※ 配当種類ごとに申告書を作成します。 

それぞれの「非課税等」欄に記載してください。 

 

 


